
●同意していただきたいこと

●判断していただきたいこと

上記事項について確認し、その内容に同意します。
記⼊⽇ ⻄暦   年  ⽉  ⽇ 申請者（保護者）⽒名 印

児童⽒名

1 学童保育所のきまりを遵守し、利⽤予定や変更は必ず学童クラブに連絡を⼊れます。 □
2 ⼊所後に、申請内容に変更があった場合には、速やかに届け出ます。 □

令和7年度 さがっこ学童クラブ
同意書及び確認書

下記の確認事項をご確認の上、チェック及び同意判断を記⼊し、最後に保護者署名、捺印をお願いします。

項⽬ 同意事項 チェック欄

5 「重要事項説明書」の内容を確認し、承諾同意します。 □

21
本書類、及び法⼈の運営⽅針にご同意いただけない場合、⼊所のお断り、もしくは退所をお願いする場
合があります。

□

10

19
学童で起きた事を保護者に報告する際、児童名や連絡先を伝えることはしませんが、例外により保護者
同⼠で解決していただく問題に関しては了承を得てからお伝えする場合があります。
例外の内容）怪我を伴うトラブル、物を盗るトラブル、誤って持ち帰ってしまうトラブルなどがあります。

□

17 虐待が疑わしいと感じた時は児童相談所⼜は⼦育て相談課へ通報いたします。 □
18 当学童クラブへの苦情は重要事項説明書№10苦情処理を確認の上お申し⽴てください。 □

3
休所・退所する場合、速やかに学童クラブへ連絡します。所定の書式を届け出なかった⼜は連絡がな
かった場合には、在籍とみなされ保育料が掛かる事に同意します。

□

4
児童は、⽀援員等の指⽰に従うとともに、安全なクラブ⽣活となるよう過ごします。保護者等も、児童
に対し適切に指導します。

□

7 保護者の就労状況の確認のため、勤務先へ学童クラブから問い合わせをする場合があります。 □

8
⼊所希望者が定員を超える場合、「家庭でどのくらい保育を必要としているか」を点数化し、点数の⾼
い⽅から順に⼊所を決定します。⼊所希望者が定員数を超えた場合、⼊所をご案内できない場合がござ
います。

□

9 保育料の滞納が3カ⽉続いた場合は、退所となります。 □

12
学童クラブのルールやきまりが守れず、学童クラブの運営に⽀障をきたす場合、保護者に相談のうえ、
退所となる場合があります。

□

保育指導、保育⽅針に疑問が⽣じた際は学童との話し合いにより解決をします。 □
11 保育内のルール、決まり事に変更があった場合はその⽅針に従う。 □

6
当法⼈は、万⼀の事故に対応するため保険に加⼊しております。
補償対象外となる事故や損害については、当法⼈で協議の上、当事者及び関係者への損害賠償を請求す
ることがあります。

□

2 コドモン（保護者専⽤ページ）への写真の掲載 □同意する  □同意しない

項⽬

20
保護者同⼠での連絡先を交換することは⾃由ですが、それに伴うトラブルや問題に関しては学童は⼀切
関与しません。

□

同意事項 チェック欄
1 保護者に配布物への写真の掲載 □同意する  □同意しない

15

4
保護者専⽤ページ等に掲載された写真をSNSなどで公開したり、複製や⼆次利⽤・⼆次
配布はしない

□同意する  □同意しない

3 ⾏事や⽇常保育の写真撮影 □同意する  □同意しない

(2年⽣から)授業が終わり次第、学校から学童クラブまで⼀⼈で登所できる。（⽀援級を除く）

集団⽣活を⾏う学童クラブでは、常に個別対応を⾏うことはできませんが、特別な配慮が必要な場合に
は、ご相談ください。

□

16
お⼦様が、学童クラブ⼊所後集団⽣活が困難である場合や、特別な配慮やケアが必要な時は、専⾨機関
や市等に相談を依頼します。この事に同意し、ご協⼒いただけること。

□

□
14 お⼦様の⽇々の⽣活の状況について、相談等のため個別⾯談をお願いする場合があります。 □
13

②同意書及び確認書


